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第１  総説  

 

１  高松市の概要  

高松市は、香川県の中央部に位置し、北は多島美を世界に誇る波静かな瀬戸内海に

面し、南は穏やかな勾配をたどりながら讃岐山脈が連なり、田園を基調とした讃岐平

野に、丘陵と河川、さらに多くのため池を要する多様な自然に恵まれた風光明媚な地

である。  

本市は、明治 23 年２月 15 日に市制を施行して以来、県都として、また海上輸送、

鉄道・道路網の交通の結節点として、さらに四国の中枢・管理都市として着実に発展

し、平成 11 年４月には中核市に移行した。また、平成 17 年９月 26 日に塩江町と、平

成 18 年１月 10 日には牟礼町、庵治町、香川町、香南町、国分寺町の近隣５町との合

併による新高松市の誕生を機に、各地域の特性を生かしたまちづくりに取り組み、地域

の活性化を図るとともに、魅力ある都市づくりを進めている｡ 

清掃事業は一日も欠かすことのできない市民生活と密接に関係する事業であり、環

境衛生の向上と快適な生活環境の保全のため、本市では種々の施策を総合的に推進し

ている。さらに、近年は、「限りある資源の有効利用」「地球環境の保全」の観点か

ら、ごみの適正な処理と減量・資源化を推進しており、「人と自然が調和し  未来へ

つなぐ  地球にやさしい田園都市  たかまつ」を目指して、快適環境都市づくりを推

し進めている。  

 

 

 

                         （平成 28年７月 13日現在） 

位   置 東 経 134度 02   北 緯 34度 20 

広 ぼ う 東 西 23.60ｋｍ   南 北 35.90ｋｍ 

面       積    375.44 ｋｍ２ 

 

                          （平成 28年４月１日現在） 

人   口 

男 204,063 人 

女 215,189 人 

計 419,252 人 

世   帯   数  182,137 世帯 

     ※ 人口、世帯数は、平成 27年国勢調査人口を基礎に、住民基本台帳による出生、死亡、 

      転入、転出数を加減して算出した推計。 
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２ 清掃関係施設位置図 
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  環境総務課（本庁内）       TEL 087(839)2388  FAX 087(839)2390 

   地球温暖化対策室         TEL 087(839)2394  FAX 087(839)2390 

   高松市番町一丁目８番 15号     

  環境保全推進課分室 

   高松市西宝町一丁目 13番 30号    TEL 087(861)6660   

 

 

 

 

 

                ≪写真 高松市環境プラザ≫ 

 

 

 

 

 

 

 

  環境保全推進課（環境業務センター内） 

   高松市木太町 2282番地１      TEL 087(839)2393  FAX 087(837)1458 

  環境指導課（環境業務センター内） TEL 087(839)2380  FAX 087(837)1458 

   適正処理対策室          TEL 087(839)2370  FAX 087(837)1458 

高松市木太町 2282番地１       

  環境業務課（環境業務センター内） 

   高松市木太町 2282番地１      TEL 087(834)0389  FAX 087(837)1458 

 

 

 

 

≪写真 環境業務センター≫ 
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 南部クリーンセンター 

高松市塩江町安原下第３号 2084番地１ TEL 087(890)2190  FAX 087(890)2191 

 

 

 

 

≪写真 南部クリーンセンター≫ 

 

 

 

 

 

 

 南部クリーンセンター埋立処分地 

高松市塩江町安原下第３号 973番地 

 

 

 

 

 ≪写真 南部クリーンセンター埋立処分地≫ 

 

 

 

 

 

 

  西部クリーンセンター 

高松市川部町 930番地１    TEL 087(885)2727    FAX 087(885)9421（焼却施設） 

TEL 087(885)2722    FAX 087(885)2660（破砕施設） 

  環境施設対策課（西部クリーンセンター内） 

   高松市川部町 930番地１    TEL 087(885)2810    FAX 087(885)2660 

 

≪写真 西部クリーンセンター≫ 

 

 

 

 

 

 

 



- 5 - 

 ⑽ 高松市一般廃棄物陶最終処分場第２処分地（西部クリーンセンター管理） 

   綾歌郡綾川町陶 4954番地１    TEL 087(876)2509  FAX 087(876)2584 

 

 

 

 

 

         ≪写真 高松市一般廃棄物陶最終処分場第２処分地≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑾ 高松市一般廃棄物陶最終処分場第３処分地（西部クリーンセンター管理） 

   綾歌郡綾川町陶 5001番地     TEL 087(876)2509  FAX 087(876)2584 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑿ 衛生処理センター中継所 

   高松市朝日町五丁目５番 56号   TEL 087(821)0428  FAX 087(822)0939 

 

 

 

 

 

 

 

≪写真 衛生処理センター中継所≫ 
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 ⒀ 衛生処理センター 

   高松市亀水町 458番地３      TEL 087(881)2373  FAX 087(881)2342 

 

 

 

≪写真 衛生処理センター≫ 
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第２ 組織 
 

１ 機構及び事務分掌 

（平成 28年４月１日現在） 

 

環境局 

 

    環境総務課                     総務企画係 

                               

                   地球温暖化対策室 

                    

① 一般廃棄物の処理に係る総合的施策の企画及び立案に関すること。 

② 一般廃棄物の処理に係る企画、立案、処理計画に関すること。 

③ 高松市環境基本計画に関すること。 

④ 高松市環境白書に関すること。 

⑤ 高松市一般廃棄物処理基本計画に関すること。 

⑥ 高松市循環型社会形成推進地域計画に関すること。 

⑦ 地球温暖化対策に関すること。 

⑧ 高松市地球温暖化対策計画の進行管理に関すること。 

 

    環境保全推進課                   環境活動推進係 

                              資源循環係 

 

① 環境保全の企画及び連絡調整に関すること。 

② 環境美化に関すること。 

③ 太陽光発電及び太陽熱利用システム設置費の補助に関すること。 

④ 生ごみ処理機等の補助に関すること。 

⑤ 一般廃棄物（し尿を除く。）の減量及び資源化に係る事業の実施及び啓 

発に関すること。 

⑥ レジ袋等の削減に関すること。 

⑦ ごみの減量・再資源化に関すること。 

⑧ 高松市指定収集袋に関すること。 

 

    環境指導課                     廃 棄 物 指 導 係 

                              環 境 対 策 係 

                    

適正処理対策室    適 正 指 導 係 

監視パトロール係 

 

① 廃棄物（し尿を除く。）の処理に関する許可及び指導監督等に関すること。 

② ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に係る届出及び指

導監督等に関すること。 

③ 自動車リサイクル法に関する許可及び指導監督等に関すること。 

④ 廃棄物の不法投棄防止対策に関すること。 

⑤ 廃棄物(し尿を除く。)の適正処理に関すること。 

⑥ 公害対策に関すること。 
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⑦ 野外焼却に関すること。 

 

    環境業務課                     管 理 係 

                              業務第一係 

                              業務第二係 

                              業務第三係 

                              業務第四係 

                              戸別収集係 

                              ステーション係 

 

① 家庭系一般廃棄物（し尿を除く。）の収集及び運搬並びにこれらに係る指導に関するこ

と。 

② 環境業務センターの管理に関すること。 

 

    環境施設対策課                    事業係 

 

① 一般廃棄物（し尿を除く。）の処理施設及び関連施設の整備及び管理に関すること。 

② 公衆便所の管理に関すること。 

 

南部クリーンセンター                管 理 係 

                              業 務 係 

① 一般廃棄物（し尿を除く。）の処理に関すること。 

② 南部クリーンセンター（展示啓発施設を含む。）の管理に関すること。 

     

    西部クリーンセンター                庶 務 係 

                              管 理 係 

                              業務第一係 

                              業務第二係 

                              業務第三係 

                              業務第四係 

                              陶最終処分場 

① 一般廃棄物（し尿を除く。）の処理に関すること。 

② 西部クリーンセンターの管理に関すること。 

③ 陶最終処分場の管理に関すること。 

      

    衛生処理センター                  管 理 係 

                              業務第一係 

                              業務第二係 

① 一般廃棄物（し尿等）の処理に関すること。 

② 衛生処理センター（中継所含む。）の管理に関すること。 

③ 一般廃棄物（し尿等）の処理施設の整備に関すること。 

④ 一般廃棄物（し尿等）の収集運搬業に係る許可及び指導監督に関すること。 

⑤ 浄化槽清掃業に係る許可及び指導監督に関すること。 
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２ 人員配置表                            (平成 28年４月１日現在) 
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係

ス
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係

〔 職 名 〕
局 長

1

局 次 長 1 1

所 長

課 長 1 1

室 長 1 1

所 長

副 所 長

業 務 長 1

主 幹

課 長 補 佐 1 1 1 1 1

所 長 補 佐

副所長補佐
業務長補佐 2

室 長 補 佐 1 1

副 主 幹

係 長
場 長

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

副 主 幹 1 5 1 0 2 1 1 2 3 1

主 査 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

主 任 主 事 2 1 2

主 任 技 師 2 6 2 12 16 12 10 17

主 事 1 1 2

技 師 1 1 3 1 1

小 計 6 3 6 3 7 7 16 4 6 20 19 15 14 22 3

合 計
151

9 9 34 99

11

　　課かい名

区分

環境総務課 環境保全推進課 環 境 指 導 課 環 境 業 務 課

小
　
　
　
　
　
　
　
　
計

3

9

41

82

5
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環境施設

対策課

事

業

係

管

理

係

業

務

係

庶

務

係

管

理

係

業
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第

一

係

業
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業
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業
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最
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管
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係

業

務

第

一

係

業

務

第

二

係

〔 職 名 〕
局 長

局 次 長

所 長 1 1

課 長 1

室 長

所 長 1

副 所 長 1

業 務 長

主 幹 1

課 長 補 佐 1

所 長 補 佐 1 1 1 1 1

副所長補佐 1 1
業務長補佐

室 長 補 佐

副 主 幹

係 長
場 長

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

副 主 幹 1 2 0 1 1

主 査 2 1 1 1 1

主 任 主 事 1 1

主 任 技 師 1 1 9 3 3 1 1 3 4 3

主 事

技 師 1 3 1 1 2 2

小 計 6 4 3 4 16 6 5 5 5 5 6 6 5

合 計 6

合

計

　　課かい名

区分

南部クリーンセンター 西 部 ク リ ー ン セ ン タ ー 衛生処理センター

小
　
　
　
　
　
　
　
　
計

2 5

8 17

4 9

21 62

31 113

10 21

76 227
7 46 17
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３ 職員の勤務体系 

（平成 28年４月１日現在） 

所　属 対 象 者 区　分 勤務時間 休憩時間

環 境 総 務 課 全 職 員

環境保全推進課 全 職 員

環 境 指 導 課 全 職 員

環 境 指 導 課
適正処理対策室

全 職 員 ８：００～１６：４５ １２：００～１３：００

環 境 業 務 課 全 職 員 月曜日～金曜日 ８：００～１６：４５ １２：００～１３：００

環境施設対策課 全 職 員 月曜日～金曜日 ８：３０～１７：１５ １２：００～１３：００

南 部 ク リ ー ン
セ ン タ ー

全 職 員 月曜日～金曜日 ８：３０～１７：１５ １２：００～１３：００

日　勤 ８：３０～１７：１５ １２：００～１３：００

夜　勤 １６：５５～８：５０
２０：１５～２０：４５
　０：３０～　１：００
　５：００～　５：３０

月曜日～金曜日 ８：３０～１７：１５ １２：００～１３：００

土曜日 ８：３０～１２：３０

そ の 他
の 職 員

月曜日～金曜日 ８：３０～１７：１５ １２：００～１３：００

早出勤務に従
事する職員

月曜日～金曜日 ７：４５～１６：３０ １２：００～１３：００

そ の 他
の 職 員

月曜日～金曜日 ８：３０～１７：１５ １２：００～１３：００

衛 生 処 理
セ ン タ ー

月曜日～金曜日

８：３０～１７：１５ １２：００～１３：００

西 部 ク リ ー ン
セ ン タ ー

交 代 制 勤 務
に 従 事 す る
職 員

土 曜 日 開 庁
業 務 に 従 事
す る 職 員
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４ 特殊勤務手当（清掃関係部分抜粋） 

（平成 28年４月１日現在） 

手当の種類 手当の種類を受ける職員の範囲 手当の額 

自動車乗務職

員手当 

 環境指導課、環境業務課又は西部クリーンセンタ

ーに勤務する職員で、自動車の運転に従事するもの 

 環境指導課、環境業務課又は西部クリーンセンタ

ーに勤務する職員（特に市長が指定した職員に限

る。）で、前号に定める職員に代って自動車の運転

に従事するもの 

 環境指導課、環境業務課又は西部クリーンセンタ

ーに勤務する職員で大型・小型特殊自動車のうち、

特に市長が指定する特殊自動車を１日につき４時

間以上運転したもの 

 前号に定める特殊自動車に 1日につき４時間以上

同乗して作業に従事した職員 

月額 

 

 

月額 

 

 

１日につき 

 

 

 

１日につき 

4,400 円 

 

 

4,400 円 

 

 

340 円 

 

 

 

340 円 

夜間業務手当 西部クリーンセンターに勤務する職員で、じんかい

の焼却又は破砕の作業が、正規の勤務時間による勤務

の一部又は全部が深夜（午後１０時から翌日の午前５

時までの間をいう。以下同じ。）において行われる業

務に従事したもの 

１勤務につき 1,100 円 

（その勤務に含まれる深夜に

おける勤務時間が２時間以上

５時間以下の場合は 730 円、２

時間未満の場合は 410 円） 

公害防止等業

務手当 

環境指導課に勤務する職員で、現に使用されている

し尿処理施設、ごみ処理施設、産業廃棄物処理施設又

は浄化槽の立入検査に従事したもの又は直接騒音、振

動、大気の汚染、水質の汚濁、悪臭等の規制若しくは

調査指導に従事したもの 

１日につき 

 

270 円 

 

じんかい処理

手当 

 環境指導課、環境業務課又は西部クリーンセンタ

ーに勤務する職員で、直接じんかいの収集又は処分

に従事したもの（自動車の運転に従事した者を含

む。） 

 南部クリーンセンター又は西部クリーンセンタ

ーに勤務する職員で、直接じんかいの焼却、破砕又

は選別の作業に従事したもの 

１日につき 

 

 

 

１日につき 

1,260 円 

 

 

 

960 円 

汚物処理手当 衛生処理センターに勤務する職員で直接汚物処理

に従事したもの 

１日につき 1,060 円 
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年末年始等勤

務手当 

 年始(１月１日から同月３日まで。以下同じ。)又

は年末(１２月２９日から同月３１日までをいう。

以下同じ。)に平常勤務の態様で勤務に従事した職

員 

ただし、環境指導課、環境業務課若しくは西部ク

リーンセンターに勤務し、直接じんかいの収集若し

くは処分に従事した職員(自動車の運転に従事した

者を含む。)、環境業務課、南部クリーンセンター

若しくは西部クリーンセンターに勤務し、直接じん

かいの焼却、破砕若しくは選別の作業に従事した職

員又は衛生処理センターに勤務し、直接汚物処理に

従事した職員 

 年始又は年末に宿直勤務又は日直勤務に従事し

た職員 

 

 

 

ただし、前号ただし書に定める勤務場所において

宿直勤務又は日直勤務に従事した職員 

 

 

 

 年始後の３日間に平常勤務の態様で勤務に従事

した職員で、環境指導課、環境業務課若しくは西部

クリーンセンターに勤務し、直接じんかいの収集若

しくは処分に従事したもの(自動車の運転に従事し

た者を含む。)又は環境業務課、南部クリーンセン

ター若しくは西部クリーンセンターに勤務し、直接

じんかいの焼却、破砕若しくは選別の作業に従事し

たもの 

１日につき 

（４時間以下の

場合） 

 

１日につき 

（４時間以下の

場合） 

 

 

 

 

 

１夜又は１日に

つき 

（半夜又は半日

（４時間以下）の

場合） 

１夜又は１日に

つき 

（半夜又は半日

（４時間以下）の

場合） 

１日につき 

（４時間以下の

場合） 

 

 

5,300円

(2,650円) 

 

 

8,400円

(4,200円) 

 

 

 

 

 

 

5,300円 

 

(2,650 円) 

 

 

8,400円 

 

(4,200 円) 

 

 

3,300円 

(1,650 円) 

 

高松市職員特殊勤務手当支給規程より抜粋 
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第３ 予算・決算 

１ 平成 28年度清掃費（当初予算） 

  歳入                                   (単位:千円) 

清掃総務費 塵芥処理費 し尿処理費 合計

4,328 1,513,212 7 1,517,547 1,517,547

環境業務センター等用地使用料 42

南部クリーンセンター用地使用料 115

西部クリーンセンター用地使用料 3

衛生処理センター用地使用料 7

産業廃棄物処理業許可申請等手数料 3,618

一般廃棄物処理業等許可手数料 710

南部クリーンセンター焼却処理手数料 535,342

南部クリーンセンター再生処理手数料 11,867

西部クリーンセンター焼却処理手数料 278,042

西部クリーンセンター破砕処理手数料 52,960

一般廃棄物処理手数料 634,841

0 449 0 449 449

土地貸付料 2

環境美化センター等用地貸付料 447

1,174 359,682 113,555 474,411 474,411

塵芥処理受託事業収入 169,103

し尿処理受託事業収入 113,520

離島対策支援事業協力金 14

一般廃棄物適正指導費収入 160

地域環境監視支援事業助成金 1,000

電気及び水道料等納付金 274

電話使用料納付金等 2

ごみ分別ガイドブック広告料収入 139

ごみ収集カレンダー広告料収入 561

ごみ収集資源物売払収入 113,547

使用済小型家電売払収入 111

南部クリーンセンター資源物売払収入 5,889

南部クリーンセンター余剰電力売却料 23,300

日本容器包装リサイクル協会再商品化合理化拠出金 9,070

西部クリーンセンター資源物売払収入 36,735

西部クリーンセンター余剰電力売却料 986

959,600 20,300 979,900 979,900

一般廃棄物最終処分場整備事業債 7,800

収集車購入債 4,000

西部クリーンセンター大規模改修事業債 930,200

埋立処分地管理債 17,600

し尿中継貯留槽整備事業債 20,300

5,502 2,832,943 133,862 2,972,307 2,972,307

科目
予　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　額

説　　　　　明

使用料及び手数料

清掃使用料 160 7 167

449

清掃手数料 4,328 1,513,052 1,517,380

財産収入

財産貸付収入 449

諸収入

受託事業収入 169,103

雑入 1,174 190,579

282,623113,520

35 191,788

合　　　計

市債

清掃債 959,600 20,300 979,900
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  歳出                                    (単位:千円) 

清掃総務費 塵芥処理費 し尿処理費 合計 説　　　　　　　　　　　　明

報 酬 5,170 48,315 53,485

給 料 937,178 937,178

職 員 手 当 等 571,236 571,236

共 済 費 295,967 8,534 24 304,525

賃 金 4,633 1,984 6,617

報 償 費 144 144

旅 費 180 1,887 223 2,290

需 用 費 464 580,820 119,890 701,174

役 務 費 1,847 22,069 807 24,723

委 託 料 259 3,306,558 231,409 3,538,226

使 用 料 及 び
賃 借 料

431 26,099 3,223 29,753

工 事 請 負 費 1,833,387 35,868 1,869,255

原 材 料 費 5,025 5,025

公有財産購入

費
800 800

備 品 購 入 費 17,772 17,772

負担金、補助
及 び 交 付 金

26 121,102 70,105 191,233

補 償 、 補 填

及 び 賠 償 金
840 411 1,251

償還金、利子
及 び 割 引 料

0

合 計 1,812,758 5,977,185 464,744 8,254,687

科目

予　　　　　　　算　　　　　　　額

清掃総務費

職員給与費

産業廃棄物管理指導費

塵芥処理費

ごみ処理計画費

一般廃棄物適正指導費

不法投棄対策費

ごみステーション管理費

ふれあいクリーン事業費

収集車購入費

施設管理費

収集運搬費

収集車管理費

家庭系ごみ有料化事業費

減量・資源化推進費

再資源化処理費

減量・資源化事務費

家庭系ごみ減量推進事業費

事業系ごみ減量推進事業費

ごみ減量推進費

南部クリーンセンター管理費

西部クリーンセンター焼却施設管理費

西部クリーンセンター破砕施設管理費

西部クリーンセンター大規模改修事業費

南部クリーンセンター関連施設整備事業費

南部クリーンセンター施設改良事業費

一般廃棄物最終処分場整備事業費

ごみ処理関連施設整備事業費

陶埋立処分地管理費

香川埋立処分地管理費

庵治埋立処分地管理費

小型家電等リサイクル推進事業費

し尿処理費

し尿中継貯留槽管理費

衛生処理センター中継所管理費

衛生処理センター中継所整備事業費

衛生処理センター管理費

衛生処理センター環境整備費

離島し尿収集費

し尿処理事務費

1,817,972

1,807,273

10,699

4,942,536

2,828

4,055

1,947

2,029

150

19,866

19,100

1,389,601

45,068

198,723

5,486

188,040

12,322

2,600

37

305

1,383,483

455,527

307,824

412,816

2,935

2,495

358,544

1,228

116,594

2,379

5,423

1,131

926,675

4,212

173,775

538,734

200,904

483

8,487

80

清掃総務費 1,812,758

職員給与費 1,803,471

産業廃棄物管理指導費 9,287

塵芥処理費 5,977,185

ごみ処理計画費 2,663

一般廃棄物適正指導費 4,165

不法投棄対策費 1,678

ごみステーション管理費 1,993

ふれあいクリーン事業費 122

収集車購入費 6,422

施設管理費 18,465

収集運搬費 1,388,693

収集車管理費 43,824

家庭系ごみ有料化事業費 271,571

減量・資源化推進費 4,054

小型家電等リサイクル推進事業費 596

再資源化処理費 186,367

減量・資源化事務費 11,924

家庭系ごみ減量推進事業費 2,540

事業系ごみ減量推進事業費 37

南部クリーンセンター管理費 1,156,128

西部クリーンセンター焼却施設管理費 651,631

西部クリーンセンター破砕施設管理費 312,733

南部クリーンセンター施設改良事業費 2,238

西部クリーンセンター大規模改修事業費 1,653,788

一般廃棄物最終処分場整備事業費 127,979

ごみ処理関連施設整備事業費 541

南部クリーンセンター次期運営方法等検討事業費 26,568

陶埋立処分地管理費 94,035

香川埋立処分地管理費 994

庵治埋立処分地管理費 5,436

し尿処理費 464,744

し尿中継貯留槽管理費 5,232

し尿中継貯留槽整備事業費 28,852

衛生処理センター中継所管理費 239,681

衛生処理センター管理費 153,457

衛生処理センター環境整備費 474

し尿処理施設跡地利用事業費 23,735

離島し尿収集費 8,473

災害し尿処理処理費 4,840
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１ 平成 27年度清掃費（決算） 

  歳入                                     (単位:円) 

清掃総務費 塵芥処理費 し尿処理費 合計

4,968,000 1,353,057,488 147,500 1,358,172,988 1,358,172,988

環境業務センター等用地使用料 42,587

香東川親水ゾーン用地使用料 180

南部クリーンセンター用地使用料 117,097

西部クリーンセンター用地使用料 3,000

衛生処理センター用地使用料 7,500

産業廃棄物処理業許可申請等手数料 4,248,000

一般廃棄物処理業等許可手数料 860,000

南部クリーンセンター焼却処理手数料 386,985,830

南部クリーンセンター再生処理手数料 17,797,450

西部クリーンセンター焼却処理手数料 424,452,370

西部クリーンセンター破砕処理手数料 51,931,910

一般廃棄物処理手数料 471,727,064

0 128,155,000 0 128,155,000 128,155,000

西部クリーンセンター大規模改修事業費補助金 89,565,000

一般廃棄物最終処分場整備事業費補助金 38,590,000

0 451,801 0 451,801 451,801

土地貸付料 4,383

元牟礼環境美化センター等用地貸付料 447,418

1,650,000 245,547,503 217,086,174 464,283,677 464,283,677

塵芥処理受託事業収入 65,310,000

し尿処理受託事業収入 217,040,000

一般廃棄物適正指導費収入 711,000

ごみ分別ガイドブック広告料収入 139,000

ごみ収集カレンダー広告料収入 561,600

ごみ収集資源物売払収入 100,951,969

使用済小型家電売払収入 174,452

電話使用料納付金等 292,335

地域環境監視支援事業助成金 939,000

南部クリーンセンター資源物売払収入 6,794,144

南部クリーンセンター余剰電力売却料 20,155,821

日本容器包装リサイクル協会再商品化合理化拠出金 16,896,948

西部クリーンセンター資源物売払収入 18,297,225

西部クリーンセンター余剰電力売却料 16,006,995

過年度収入等 13,188

0 168,700,000 394,600,000 563,300,000 563,300,000

収集車購入債 12,300,000

西部クリーンセンター大規模改修事業債 74,300,000

一般廃棄物最終処分場整備事業債 73,300,000

埋立処分地管理債 8,800,000

衛生処理センター中継所管理債 5,500,000

衛生処理センター中継所整備事業債 389,100,000

6,618,000 1,895,911,792 611,833,674 2,514,363,466 2,514,363,466

衛生費受託

事業収入

451,801

65,310,000

科目
決　　　　　　　算　　　　　　　額

説明

使用料及び手数料

清掃使用料 162,864 7,500 170,364

清掃手数料 4,968,000 1,352,894,624 140,000 1,358,002,624

国庫支出金

清掃費補助金 128,155,000 128,155,000

217,040,000 282,350,000

雑入 1,650,000 180,237,503 46,174 181,933,677

財産収入

財産貸付収入 451,801

諸収入

394,600,000 563,300,000

合　　　計

市債

清掃債 168,700,000
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  歳出                                     (単位:円) 

清掃総務費 塵芥処理費 し尿処理費 合計 説　　　　　　　　　　　明

報 酬 5,056,800 49,511,584 54,568,384

給 料 970,966,287 970,966,287

職 員 手 当等 580,360,367 580,360,367

共 済 費 299,017,795 8,240,712 24,052 307,282,559

賃 金 3,387,130 1,881,900 5,269,030

報 償 費 83,850 83,850

旅 費 306,106 909,593 471,080 1,686,779

需 用 費 482,824 443,513,085 114,202,834 558,198,743

役 務 費 1,684,647 20,219,208 600,179 22,504,034

委 託 料 500,040 3,272,391,194 229,631,736 3,502,522,970

使 用 料 及び
賃 借 料

393,800 23,388,915 3,179,942 26,962,657

工 事 請 負費 503,234,148 498,708,760 1,001,942,908

原 材 料 費 5,258,736 5,258,736

公 有 財 産

購 入 費
18,940,110 18,940,110

備 品 購 入費 34,800 34,530,977 34,565,777

負担金、補助

及 び 交 付 金
6,300 18,047,537 13,113,220 31,167,057

補 償 、 補 填

及 び 賠 償金
1,096,550 1,096,550

償還金、利子

及 び 割 引 料
19,818 19,818

合 計 1,858,809,766 4,402,773,147 861,813,703 7,123,396,616

科目

決　　　　　　　算　　　　　　　額

清掃総務費 1,858,809,766

職員給与費 1,849,508,048

産業廃棄物管理指導費 9,301,718

塵芥処理費 4,402,773,147

ごみ処理計画費 2,181,336

減量・資源化推進費 4,232,264

小型家電等リサイクル推進事業費 381,150

南部クリーンセンター関連施設整備事業費 2,137,748

南部クリーンセンター施設改良事業費 582,120

一般廃棄物最終処分場整備事業費 160,494,420

ごみ処理関連施設整備事業費 714,327

西部クリーンセンター大規模改修事業費 204,402,789

香川埋立処分地管理費 738,649

庵治埋立処分地管理費 4,708,831

一般廃棄物適正指導費 3,644,790

収集車購入費 26,869,008

施設管理費 17,924,780

収集運搬費 1,371,514,275

収集車管理費 42,421,691

再資源化処理費 188,308,299

減量・資源化事務費 10,595,198

ごみ減量推進費 35,424

家庭系ごみ減量推進事業費 1,850,040

事業系ごみ減量推進事業費 12,830

不法投棄対策費 1,344,274

ごみステーション管理費 1,744,532

南部クリーンセンター管理費 1,350,578,893

西部クリーンセンター焼却施設管理費 428,949,577

西部クリーンセンター破砕施設管理費 301,676,148

陶埋立処分地管理費 85,499,819

家庭系ごみ有料化事業費 189,145,140

ふれあいクリーン事業費 84,795

し尿処理費 861,813,703

し尿中継貯留槽管理費 4,160,829

衛生処理センター中継所管理費 158,835,527

衛生処理センター中継所整備事業費 509,294,160

衛生処理センター管理費 181,131,817

衛生処理センター環境整備費 213,890

離島し尿収集費 8,177,480
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３ 清掃費（決算額）の推移 

区分 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

一 般 会 計 決 算 額 千円 千円 千円 千円 千円 千円

Ａ 147,155,413 145,867,637 149,651,563 151,682,887 156,755,781 165,300,000

清 掃 費 決 算 額 千円 千円 千円 千円 千円 千円

Ｂ 6,480,841 6,773,933 6,091,900 6,232,220 7,123,397 8,254,687

清 掃 費 比 率 ％ ％ ％ ％ ％ ％

Ｂ/Ａ×１００ 4.4 4.64 4.07 4.11 4.54 4.99

清 掃 費 指 数
平成２３年度＝１００

市民一人当たり 円 円 円 円 円 円

一般会計 351,597 348,525 357,571 362,002 373,779 394,274

清 掃 費 15,485 16,185 14,556 14,874 16,986 19,689

一世帯当たり 円 円 円 円 円 円

一般会計 841,744 827,857 841,306 843,240 862,589 907,559

清 掃 費 37,071 37,071 38,445 34,646 39,198 45,321

人口 人 人 人 人 人 人

（４月１日現在） 418,534 418,528 418,523 419,011 419,381 419,252

世帯数 世帯 世帯 世帯 世帯 世帯 世帯

（４月１日現在） 174,822 176,199 177,880 179,881 181,727 182,137

109.91 127.37100.00 104.52 94.00 96.16

 

注１ 清掃費は、清掃総務費、塵芥処理費及びし尿処理費の合計である。   

 ２ 人口及び世帯数は、国勢調査人口を基礎に、住民基本台帳（平成 25 年度までは外国人登録

を含む。）による出生、死亡、転入及び転出数を加減して算出した推計。 

 ３ 平成 28年度の一般会計及び清掃費は当初予算である。    

  


